


廃棄物・リサイクル対策課

１　循環型社会の構築

２　廃棄物の輸出入対策

３　不法投棄防止の取組

４ 廃棄物の適正処理・リサイクルの推進

　これまでの大量生産 ・ 大量消費 ・ 大量廃棄型の経済社会から

環境への負荷をできるだけ低減させる循環型社会への転換を目指

し、廃棄物の「発生抑制（リデュース：Reduce）」、「再使用（リユース：

Reuse）」、 「再生利用 （リサイクル ： Recycle）」 という 「３Ｒ」 への

取組を進めています。

　その一環として、 行政機関や市民団体等と協力して３Ｒをテーマ

としたイベント 「３Ｒ推進九州ブロック大会」 を開催し、ごみの減量化・

リサイクル推進に関して理解を深めるとともに、 身近にできるごみ減

量化事例の紹介等を行うなど循環型社会の形成に向けた普及啓

発活動に取り組んでいます。

　循環資源の適正な輸出入を推進するため、 輸出入にあたり、 事

前に 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 （廃棄物処理法）

や 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 （バー

ゼル法） に基づく規制対象物に該当するか否かについて助言する

「事前相談」 を行っています。

　また、 不適正な輸出入が疑われる事案が生じた場合には、 税関

と協力して立入検査等を行い、 必要に応じて輸出入業者へ指導す

るなど、 不法輸出入防止に向けた水際対策を行っています。

　廃棄物の不法投棄や不適正処理の防止、 適正処理の推進に向

けた取組としては、 日頃からの監視活動の強化などにより不法投棄

などを発生させない環境づくりを一層進めることが重要であることか

ら、 毎年５月 30 日 （ごみゼロの日） から６月５日 （環境の日） ま

でを 「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」 として設定し、 市民、 事

業者、 行政が一体となって、 監視や啓発活動等を一斉に実施す

るなど、 廃棄物の不法投棄等の対策を強化しています。

　また、 大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、

早期に発見し、 拡大防止に努めることが重要なことから情報を受け

る窓口として 「不法投棄ホットライン」 を開設しています。

◆不法投棄ホットライン
ＦＡＸ：０１２０－５３７ （ゴミなし）－３８１ （さんぱい） 【ゴミなし産廃】

　廃棄物を広域的に収集することにより効率の良いリサイクルをするための制度 「広域認定制度」

及び 「再生利用認定制度」 に関する事前相談を行っています。

　また、 「特定家庭用機器再商品化法」 （家電リサイクル法）、 「使用済自動車の再資源化等に

関する法律」 （自動車リサイクル法） 及び 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する

法律」 （小型家電リサイクル法） の円滑な施行のため、 事業者への立入検査等を行っています。

　そのほか、 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」 （食品リサイクル） について、

特定肥飼料等を製造する再生利用事業の審査登録等を行っています。

出典：気象庁、気候変動監視レポート2013

・水稲の登熟期（出穂・開花から収穫までの
期間）の日平均気温が２７℃を上回ると玄米
の全部又は一部が乳白化したり、粒が細くなる
「白未熟粒」が多発。
・特に、登熟期の平均気温が上昇傾向にある
九州地方等で深刻化。

・成熟後の高温・多雨により、果皮と果肉が分離する。
（品質・貯蔵性の低下）

図：みかんの浮皮症
図：水稲の白未熟粒

（写真提供：農林水産省）

（写真提供：農林水産省）

　自然環境や人の暮らしに深刻な影響を及ぼす地球温暖化を防止するため、 「地球温暖化対策

の推進に関する法律」 に基づく地方公共団体の実行計画の策定支援や、 環境月間 （６月） を

中心とした環境イベントにおいて、 気候変動による温暖化の影響、 対策について関係機関と連

携して普及啓発を行っています。

　また、 九州 ・ 沖縄地方においては、 気候変動の影響として、 特に、 台風の来襲の増加に伴

う高潮浸水被害や熱中症の増加が見込まれています。 このため、 気候変動に適応するための

様々な対策 （適応策） の検討を進めています。

　大気、 土壌、 水質などの各種公害や化学物質による環境汚染などの防止対策を推進してい

ます。 また、 石綿による健康被害救済制度に関する相談や申請の受付を行っています。

１ 地球温暖化対策

２ 環境教育

４ 環境保全・公害対策

５ 環境パートナーシップの推進

３ 環境アセスメント

　一定の開発事業について、 重大な環境影響を未然に防止し、 持

続可能な社会を構築していく観点から、 事業者が行う環境アセスメント

( 環境影響評価 ) の審査を行っています。

　また、 環境アセスメントの円滑な実施のため、 地方公共団体や事

業者などを対象としたセミナーやシンポジウムを開催しています。
風力発電シンポジウム

EPO 九州
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　持続可能な地域づくりに向けて、国民、行政、NPO、企業などの環境保全活動を支援するため、

九州環境パートナーシップオフィス （EPO 九州） を民間団体と協働で運営しています。

　EPO 九州は、 九州 ・ 沖縄地域において、①環境パートナーシップ ( 環境問題の解決のため協

力して活動に取り組むこと ) の形成、②環境教育 ・ ESD の推進、③NPO ・ 行政などの環境活動

に関する情報の収集 ・ 発信などに取り組んでいます。

　地域の環境教育を促進するため、持続可能な開発のための教育 （ESD） (※)

の視点を取り入れた環境教育プログラムの作成や ESD の普及啓発に取り組ん

でいます。
※　 ESD とは、 すべての人々が持続可能な未来の実現に必要な知識、 技能、 生活態度、
　 価値観を身につけることができる教育 ・ 学習を意味します。

環境対策課

１ 国立公園の管理

２ 世界自然遺産地域の管理

３ 自然再生事業の推進

４ 自然とのふれあいの推進

５ 自然環境保全地域の管理

自然解説

国立公園課

自然環境整備課

　国立公園とは、 我が国を代表する優れた
自然風景地を 「自然公園法」 に基づき指定
するもので、 九州管内には 「瀬戸内海」、 「西
海」、 「雲仙天草」、 「阿蘇くじゅう」、 「霧島
錦江湾」 及び 「屋久島」 の６つの国立公園
があります。 自然環境や景観を保護するため
に工作物の新築や動植物の捕獲 ・ 採取など
の行為を規制するとともに、 多くの方々に国
立公園の良さを体験していただくために必要
な利用施設の整備などにより適正な利用を推
進しています。

　「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」
（世界遺産条約） に基づき、 平成５年、 屋久島が世界自
然遺産に登録されました。
　亜熱帯から亜高山帯に及ぶ植生の垂直分布がみられると
ともに、 樹齢数千年のヤクスギをはじめ、 多くの固有種や
絶滅のおそれのある動植物を含む特異な生態系とすぐれた
自然景観を有している地域であることから、 関係機関等と
連携して各種モニタリングや保全のための事業の実施によ
り、 適切な保護管理を図っています。

　阿蘇を代表する草原景観を保全するため、 「自然再生推進法」 に基づ
き、 関係行政機関、 牧野組合、 NPO などで構成する 「阿蘇草原再生
協議会」 を平成 17 年に設立しました。 同協議会で策定した 「阿蘇草原
再生全体構想」 に基づき、 各主体が連携して草原の保全 ・ 再生を進め
る様々な取り組みを推進しています。
　環境省では、 草原の維持管理を支援するために牧野毎のカルテを作成
して各牧野のニーズに合った施設の整備を行っているほか、 草原学習の
推進や活動拠点施設の整備などを行っています。

　利用者に国立公園の優れた自然に親しみ環
境保全への理解を深めてもらうため、 登山
道、 探勝歩道、 トイレ、 展望台や、 拠点施
設となるビジターセンター等の利用施設を整備
しています。
ビジターセンターでは、 専門知識を持つ解説
員を配置したり、 パークボランティアと連携し
ながら多彩なふれあい行事のプログラムを実
施しています。
　また、 小中学生を対象とした 「子どもパー
クレンジャー事業」 や、 エコツーリズムの普及・
定着のための取り組みも行っています。

　豊かな自然環境を有する地域を極力そのまま後世に伝えるため、 「自然環境保全法」 に基づき、 原生
自然環境保全地域、 または自然環境保全地域を指定しています。 九州管内では、 「屋久島原生自然環
境保全地域」 （鹿児島県）、 「白髪岳自然環境保全地域」 （熊本県）、 「稲尾岳自然環境保全地域」 （鹿
児島県） を指定し、 自然環境の適正な保全に努めています。

雲仙諏訪の池ビジターセンター

草千里

縄文杉小花之江河

西海国立公園(九十九島)阿蘇くじゅう国立公園（タデ原）

　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（種の保存法）に基づき、希少野生動植物を

指定し、捕獲、譲渡などを禁止しています。ツシマヤマネコなど特に保護の必要性が高い種については「保護

増殖事業計画」を策定し、個体数回復のための取組を行っています。また、管内ではハナシノブの生育環

境、ベッコウトンボの生息環境の保護を図るため「生息地等保護区」を指定しています。

　「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（鳥獣保護管理法）に基づき、野生鳥獣の捕獲

を禁止し、保護繁殖を目的に国指定鳥獣保護区を設置しています。管内には、沖ノ島、和白干潟・多々良川

河口、伊奈、舟志ノ内、男女群島、東よか干潟、肥前鹿島干潟、荒尾干潟、枇榔島、出水・髙尾野、霧島、

草垣島の12箇所があります。

　ラムサール条約とは、正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」と言い、湿

地や湿地に生息・生育する動植物の保全と賢明な利用の促進を目的としています。管内では6箇所の干潟

や湿地が登録されています。

　イランのラムサールで開催された会議で採択されたため、一般的にラムサール条約と呼ばれています。

　「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（外来生物法）に基づき、生態系、人命

や身体、農林水産業などに被害を及ぼすおそれのある動植物113種（H27.3.1現在）が特定外来生物に指

定されています。管内では、アライグマ、クリハラリス、オオキンケイギクなどが分布域を拡げており、生態調査

や被害防止のための啓発などに取り組んでいます。

１ 絶滅のおそれのある野生動植物の保護

２ 野生鳥獣の保護

３ ラムサール条約湿地

４ 外来生物対策

カンムリウミスズメ（枇榔島） ナベヅル・マナヅル（出水市） ダイゼン・チュウシャクシギ・ハマシギ（荒尾干潟）

アライグマ クリハラリス オオキンケイギク

野生生物課

ツシマヤマネコ ハナシノブ ベッコウトンボ


